
議案第５５号  

 

   向日市国民健康保険条例の一部改正について  

 

 向日市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定する。  

 よ っ て、 地 方 自治 法 （昭 和 ２ ２年 法 律第 ６ ７ 号） 第 ９６ 条 第 １ 項

第１号の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和６年９月９日提出  

 

              向日市長  安  田   守  
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条例第  号 

 向日市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 向日市国民健康保険条例（平成５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正 現   行 

（徴収猶予） （徴収猶予） 

第２９条 市長は、保険料の納付義務者が次の各

号のいずれかに該当することによりその納付

すべき保険料の全部又は一部を一時に納付す

ることができないと認める場合においては、そ

の申請によつて、その納付することができない

と認められる金額を限度として、６か月（ただ

し、急患等として保険医療機関又は保険薬局を

受診した被保険者に係る保険料の納付につい

ては、資力の活用が可能となるまでの期間とし

て最長１年）以内の期間を限つて徴収猶予する

ことができる。 

第２９条 市長は、保険料の納付義務者が次の各

号のいずれかに該当することによりその納付

すべき保険料の全部又は一部を一時に納付す

ることができないと認める場合においては、そ

の申請によつて、その納付することができない

と認められる金額を限度として、６か月      

                                         

                                         

                                         

           以内の期間を限つて徴収猶予する

ことができる。 

(1)～(4)   略 (1)～(4)   略 

２   略 ２   略 

第３３条 本市は、世帯主が法第９条第１項若し

くは第５項の規定による届出をせず、又は    

虚偽の届出をした場合                     

                                         

                         においては、その

者に対し１００，０００円以下の過料を科す

る。 

第３３条 本市は、世帯主が法第９条第１項若し

くは第９項の規定による届出をせず、若しくは

虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求

められてこれに応じない場合においては、その

者に対し１００，０００円以下の過料を科す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の向日市国民健康保険条例第２９条の規定は、令和６年度分の保険料の

うち令和６年１２月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の保険料について

適用し、令和６年度分のうち令和６年１１月以前の期間に係るもの及び令和５年
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度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 


